
令和８年５月２９日から

新たな 防災気象情報 になります。

１．4つの災害（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）について、気象情報を発表

２．「レベル＋気象情報」 で発表 例） 『レベル３ 大雨警報』

３．警戒レベル4相当の情報は、 『レベル4 〇〇危険警報』 として新設

※ 土砂災害警戒情報は、『レベル4土砂災害危険警報』に名称変更されます。

※ 生駒市では「大雨」「土砂災害」のみが対象となります。
その他河川の情報は「大雨」で発表されます。

※ 4つの災害以外の気象情報（強風、雷、乾燥など）に変更はありません。

詳しくは裏面へ

何が変わったの？

全員避難するの？

原則、ご自宅が 「土砂災害（特別）警戒区域」 や

「浸水想定区域」に指定されている方です。

※ 平素から「ハザードマップ」で上記区域ではないか確認しておきましょう！（裏面参照）
※ それ以外でご自宅が危険と思われる方はご自身の判断で自主的に避難してください.



どこに避難したらいいの？

市の「指定緊急避難場所」 です。
▲生駒市

緊急避難場所
※ 市の避難情報（町会別）の発令に合わせて開放します。
（避難情報発令前は開いていません。）

※ すべての指定緊急避難場所が風水害時に利用できるわけではありません。

以下の施設は利用できません。
・鹿ノ台小学校 ・鹿ノ台中学校 ・北大和体育館 ・真弓小学校
・総合公園体育館 ・生駒中学校 ・緑ヶ丘中学校 ・生駒南小・中学校
・むかいやま公園体育館 ・井出山体育館 ・小平尾南体育館

◆ 避難情報等の発令前に避難する場合（自主避難）

① 安全な場所にある親戚・知人宅か民間の宿泊施設を利用
② 市の施設へ避難

※事前に生駒市危機管理課（0743-74-1111内線4361）までご連絡ください。

【利用できる施設】
・北コミュニティセンターISTAはばたき
・たけまるホール
・図書会館
・南コミュニティセンターせせらぎ

いつ避難したらいいの？

避難開始の時期は、避難に時間がかかる方とその他の方で異なります。

原則的には、次のとおり市が発令する避難情報が目安です。

高齢者、障がいをお持ちの方、小さなお子様連れの家族、妊婦など・・・ 「レベル３ 高齢者等避難」

それ以外の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「レベル４ 避難指示」

お住まいの地域（町界別）を対象とする避難情報が発令されたら、そのレベルに応じて、必ず避難を
開始してください。
※市は、避難情報を「土砂災害警戒区域」「浸水想定区域」の別と、対象となる町界を推定して、レベ
ル３～５と併せて発表します。

◆ 平常時から備えておくこと

ハザードマップを確認しよう！ 避難先・経路を確認しよう！

非常持ち出し品・備蓄品を
確認しよう！

気象情報や避難情報の
取得方法を確認しよう！

▲生駒市ハザードマップ

許可 同意する 許可

▲総合防災マップ
（非常持ち出し品・備蓄品）

▲東京備蓄ナビ

▲総合防災マップ
（緊急避難場所）

※ 避難経路に関しては
平常時に安全な道を
探しておいてください

▲生駒市ホームページ
（災害情報の取得方法）

▲X
（防災いこま）


